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２０１７年（平成２９年）度事業報告 

Ⅰ．私たちの課題 

１．重度障害者の医療費助成：重点課題 

大阪府は本年４月から、重度障害者医療費助制度の見直しを行い、精神保健福祉手帳１

級所持者を対象に加えることなった。しかし、精神保健福祉手帳１級所持者は手帳所持者全体

の１１％に過ぎない。多数を占める手帳 2級所持者等への適応などが課題として残っている。 

２．精神科医療の充実 

① 大阪府（大阪市、堺市を除く）の保健所は２２カ所から１２カ所に激減し、保健所

の所管が広域化したことにより、身近なサービスが受けにくくなっている。 

② 引きこもりや医療拒否等で苦しむ本人及び家族を支援する、多職種による訪問型医

療制度(アウトリーチ)の早期実現を望む。 

③ 精神科病院における医療体制は、多くの病院においては、旧来の体制は改善されて

いない（一般病院と較べると、病床当たりの医師の人数は３分の１、看護師の人数

も３分の２など）。 

④ 一昨年８月から、医療機関と精神科病院との間の協力により、「精神科合併症の救急

医療システム」の改善が図られているが、精神疾患を理由として診療を拒否される

事例が多い。 

⑤ 抗精神病薬の大量服薬の患者が２次救急として扱われ、結果的に２週間後に亡くな

った事例が発生した。救急医療対応のあるべき方向について要望してきたが、改善

には至っていない。 

３．地域生活の充実と地域移行  

① 府営住宅にグループホームを開設できるよう、精神障害者の入居枠の確保を求める。

市営住宅などにおいても同様に、市町村に働きかけを行う。 

② 地域で精神障害者を受け入れるためには、住民の理解が不可欠である。多くの住民

の理解が進むよう、障害者差別解消条例の啓発事業の推進を求める。 

③ 精神障害者の地域移行を推進するため、グループホーム等をニーズに合わせて増設

するとともに、地域において本人を支援する仕組みの充実が必要である。 

４．家族への社会的支援の充実 

   多くの家族は、過重な介護負担によって身体的・精神的健康が大きく損なわれている。

当会が実施している家族相談では、家族の抱えている深刻な状況が浮かび上がってくる。 

① 精神障害者の 8 割が、家族と同居している状況にあり、当事者が自立して暮らせる

社会的基盤の確立が重要である。生活保護制度等社会的資源の活用をさらに進めて

行く必要がある。 

② 大阪府下の市町村において精神障害者家族相談員が指名され、制度化は進んだので、

今後は家族相談の内容の充実が必要である。相談内容の共有化やスキルアップが望

まれる。 
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③ 寝屋川事故の発生に伴い、病気の実態や家族の状況について、マスコミを通じて訴

えることができた。 

５．教 育 

 精神的な病においては、早期対応と早期支援に果たす教育機関の役割は極めて重要と

考えられる。教職員への教育においては、家族の体験談の活用を、また、中学生、高校

生段階から「こころの健康」についての教育の実施を要望する。 

また、相模原事件の背景からは、障害者への差別意識や人権無視の社会的風潮の問題

として浮かび上がってきた。今後は、部落問題や民族問題と同様に、社会的歴史的視点

を踏まえて、ナチスによる障害者の大量殺人や我が国の優生保護法による人権侵害など、

「優生思想」に基づく歴史的事例への理解を深めることが重要だと考える。 

６．大阪府・市との意見交換会 

  以上の各項目（４－③を除く）について、大阪府、大阪府へ要望し、意見交換を行った。 

① 大阪府 

１２月１３日、大家連・家族会から２７名、大阪府各課約２０名。 

大家連の要望事項と大阪府の回答を府のホームページで公開している。 

② 大阪市 

    ７月１０日、大家連・家族会から１３名し、大阪市各課１９名。 

大家連の要望事項と大阪市の回答を府のホームページで公開している。 

７．精神保健福祉法の改正、優生保護法について 

（１）相模原事件と精神保健福祉法の改正について 

一昨年 7 月に発生した相模原事件を契機に、再発防止の検討会が厚生労働省を中心に

進められ、結果として出てきたのは、「精神保健福祉法の改正」案であった。 

   改正案に対し、理事会で以下の内容について検討した。 

〇改正案の内容は、２００１年に大阪府下で発生した「池田小学校事件」を契機として、

一般社会の安心のために「医療観察法」を施行した経過を想起させる。 

〇「法律案の概要」によれば、精神保健福祉法が、社会防衛のための行政介入を強く

打ちだしたものとなっている。 

以上のことから、昨年６月１２日付で、大島衆議院議長と塩崎厚生労働大臣あてに、

「精神保健福祉法改正案の廃案を求める声明」を送付した。 

なお、この法律改正案については、３月、国会への提出は見送られた。 

 （２）旧優生保護法に関連した実態調査、優生政策の事実の教育等を要望 

    相模原事件は、社会に大きな衝撃を与えた。『障害者は生きる価値がない』という事件

容疑者の言動は、ナチスの採った政策だけでなく、多くの優生学者たちが主張してきたこ

とでもあった。 

    大家連講座では、『「優生思想」を考える～相模原事件の背景にあるもの～』をテーマ

に、立命館大学の利光恵子氏の講演を行った。これには優生手術を受けたという男性にも

盛岡から参加していただいた。 

 優生保護法がもたらした被害は単に不妊手術や中絶等の直接のものにとどまらない。
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「不良な子孫の出生の防止」という考えは障害者を社会にあってはならない存在と位置づ

ける。 

    理事会では、上記の主旨を踏まえた意見表明について、数回にわたって議論

した。昨年年末に寝屋川市で、娘さんが自宅で監禁状態の中死亡という痛まし

い事故が起こった。また、本年１月には旧優生保護法により１５歳の時に不妊手術

を強制されたという宮城県の６０歳代の女性が、国家賠償を求めて仙台地裁に提訴し

た。 

これらの状況も踏まえ、理事会では、有志による意見表明を行った。 

    衆議院議長、参議員議長、厚生労働大臣、文部科学大臣あて、「旧優生保護

法に関連してその被害者の実態調査と被害者に対する謝罪と補償を求めます。 

   またこうした優生政策の事実の教育も行ってください。」との文書を発送した。

（平成３０年３月５日付） 

    これに対し、衆議院からは、「今後の施策の参考とする」との返信があった。 

 

Ⅱ．全国組織との連携など 

  各組織において、共通の課題に向かって取り組んだ。 

１．みんなねっと 

精神障害者家族会の全国組織「全国精神保健福祉会連合会」（みんなねっと）は、月

刊「みんなねっと」誌を約１２，０００部発行しており、大阪府内では４５０部が購読

されている。 

また、全国の会員が集う「全国大会」と重要課題について学ぶ「みんなねっとフォー

ラム」を毎年開催している。全国大会は１０月に岡山県倉敷市で開催され、約１０００

名が参加した。「みんなねっとフォーラム」は、「地域の中で共に暮らす」について今年

の３月、東京で開催され、約４００名が参加した。 

精神障害者家族にとって全国共通の目標として、数年前から、「交通運賃等プロジェ

クト」を組織し、公共交通運賃の割引等に取り組んでいる。昨年６月、国会へ「精神障

害者への運賃割引を求める」請願書を提出したが、審議未了となった。 

なお、4 月から、大手民鉄では初めて西日本鉄道において、精神障害者への運賃割引

が実施された。 

２．近畿ブロック 

近畿 2府 4県の家族会連合会会長等が意見交換を行う「近畿ブロック代表者会議」を、

定例的に開催し、各府県連の経験や取組み（議会への働きかけ、交通費の減免の活動な

ど）を共有化するなど協力体制が確立している。 

   「近畿ブロック研修会」を毎年開催しており、２月の滋賀県栗東市における研修会に

は、約１４０名が参加した。   
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   近畿ブロックの府県連会長は、４月に、京都市、大阪市、神戸市の各地下鉄の交通運

賃等の割引について要望書を提出し、意見交換を実施した。 

３．大阪障害フォーラム（ＯＤＦ）    

   大阪府内２８の障害者団体で構成され、２００９年（平成２１年）に結成された。 

障害者権利条約の批准と関係国内法の整備がなされたが、これらの内容についての

加盟団体での理解の促進と、大阪府における施策の充実・整備を求めてきた。 

    重度障害者医療費助成制度について、各障害者団体の意見を集約して、大阪府と大

阪府議会各派との意見交換会を重ねてきたが、精神障害者には、多くの課題を残す 

内容で進められることとなった。 

大阪障害フォーラムとしては、大阪府の全障害者に関わる課題として、引き続き、

取り組みを進めて行くとしている。 

 

Ⅲ.仲間づくり 

   この 1 年間、総会で決定した課題の具体化にあたり、10 人の理事・監事、顧問、相

談役、多数の専門委員及び各家族会の協力を得て取り組んだ。 

   精神障害者の家族が、同じ悩みを持つ家族どうし語り合い、情報を得て学び、相互に

支え合うことを、原点として取り組んだ。 

１．地域家族会との連携強化 

   地域家族会は、会員の高齢化や、なり手がいないなどで減少してきている。代表者会

議（今年度３回開催）の際、各家族会交流の時間を大切に、横の連携に努めてきた。 

   また、今年度は、どなたでも参加できる「おしゃべりカフェ」を偶数月の第２日曜日

に、「配偶者・パートナーの集い」を奇数月の第２日曜日に、新しく立ち上げ開催した 

① おしゃべりカフェ 

第１回 １２月１０日 ７名(賛助会員３名)参加 

第２回  ２月１１日 ８名(賛助会員２名)参加 

第３回  ４月８日 １３名（賛助会員３名）参加 

会を重ねるごとに参加者も増えた。会は冒頭参加者から、話し合いたいことを聞き、

希望に沿って進めた。 

 ② 配偶者・パートナーの集い 

  第１回  １月１４日  １３名参加 

  第２回  ３月１１日  ２０名参加 

   当初参加者があるかどうか不安でしたが、大阪大・蔭山先生の協力、人間科学大・吉

池先生の紹介や、２回目は朝日新聞掲載もあり、参加者が増えた。 

   また、二つの集いともに、だいかれんホームページへの掲載もあり、家族会員 

外からの参加もあり、今後広がりに期待したい。 

③ 家族による家族学習会 
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家族による家族学習会については、「行政等が行うべきことを家族に肩代わり

させるものだ」との意見も一部にあるが、家族会の活性化と家族会に加入してい

ない家族の参加を誘うなど、以下のような前進した動きも見えてきた。 

・圏域交流会の一環として、関係の家族会が協力して、学習会に取り組む（南 

河内） 

・病院の協力のもと学習会を持ち、一定数の賛助会員が大家連に加入（東大阪市

   阪本病院） 

・病院での学習会の参加者が、新たな家族会を設けて大家連に加入（豊中市澤 

病院） 

今後は、大家連も支援する立場で取り組んでいく。 

２．圏域家族交流事業 

圏域 担当 テーマ 開催日 会場 参加者 

１、豊能 角口 生活保護について 2 月 20 日 豊中市福祉会

館 

50 名 

２、北摂 奥野 家族に向く暴力は当

事者からの SOS～

原因と解決策～ 

2 月 18 日 高槻市障がい

者福祉センタ

ー 

72 名 

３、北河内 中井 「栄養と運動」 

～かしこい食べ方 

１月２４日 守口市役所新

庁舎 

３０名 

４、大阪市   

 内 

木村 

大野 

普段思っていること 

思い切り話そう 

１月２８日 大家連事務所 ７名 

５、東大阪

八尾柏原 

山本美 精神障害者の暮らし

における障害年金 

４月２９日 東大阪市生協

病院 

３１名 

６、南河内

ブロック 

山本美 精神障害者の支援に

ついて 

１２月２日 SAYAKA ホー

ル 

46 名 

７、堺市泉

州ブロッ

ク 

林、岸

上 

「就労するとは」精

神障害のある人の就

労準備について 

１月１７日 堺市総合福祉

会館 

43 名 

８、代表者 

会議 

倉町、

林 

・大阪府・大阪市意

見交換会 

・大阪府・大阪市要

望書 

・各事業実施状況 

・当面する課題 

・意見交換 

６月３日 

 

１０月６日 

 

２月２７日 

 

アネックスパ

ル法円坂 

４２名 

 

２６名 

 

２２名 

予算のない中で、それぞれ工夫して開催した。 
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Ⅳ. 学びの場 

１．精神障がい者社会参加支援事業精神保健福祉講座 

     今年度も１０回の講座を企画した。従来からお世話になってる講師の方の他に評判の

高い講師の方もお願いした。また、年金問題で個別相談の企画も試みた。また、昨年度

にあった相模原障がい者殺傷事件を受けて、その背景にある優生思想について学んだ。 

精神障がい者社会参加支援事業精神保健福祉講座まとめ 
 

実施日時 テーマ 講師  所属  人 数 

①５月１３日(土） 
  １３：３０～ 

『統合失調症の治療で 
 大切なこと』 
～患者の笑顔、家族の幸せ～ 

田宮病院 医院長 
   渡部和成氏    
 

  
 
128名 

②６月１０日(土） 

  １３：３０～ 

 

『精神障害者の家族への暴力

というＳＯＳ』 

 

大阪大学   

准教授 蔭山正子氏 

訪問看護ジューン 家族 

   

 

75名 

③７月８日(土） 

  １３：３０～ 

    

『みんなで支える薬物治療』 

～お薬個別相談～ 

   （個別相談） 

大阪府薬剤師会 

   薬剤師６名予定 

 

 

49名   

   

④８月１９日(土） 

  １３：３０～ 

 

 『優生思想』を考える 

～相模原事件の背景に 

あるもの～ 

立命館大学 

生存学研究センター 

客員研究員 利光惠子氏 

  

 

86名 

⑤９月９日(土） 

  １３：３０～ 

    

 

『障害者年金』について 

新しい情報 

～個別年金相談～ 

 

年金研究会 

『障害年金請求援助マニュア

ル』編著 

高橋芳樹氏他２名 

  

   

75名 

 

⑥１０月1７日(火） 

  １３：３０～ 

 『多機能型精神科診療所』 

 

三家クリニック  

 院長 三家英明氏 

 

76名 

⑦１１月1８日(土） 

  １３：３０～ 

 

「精神障害者と発達障害の 

関係仮説」 

～その障害理解と支援～ 

臨床発達心理士  

河原和美氏 

 

  

114名  

 

⑧１２月２日(土） 

１３：３０～ 

 

『家族が求める家族支援』 

～体験を通して語る経験交

流会家族体験～ 

コーディネーター 

日本福祉大学青木聖久氏 

    家族  数名 

 

64名 

 

⑨１月１３日（土） 

 １３：３０～ 

『イタリア精神医療改革』 

   

フリージャーナリスト 

      大熊一夫氏 

 

  70名  

⑩２月１７日（土） 

１３：３０～ 

 

『地域で自分らしく生きる』 

～当事者の体験を通してわか

ること～ 

コーディネーター 桃山学院大

学  栄セツコ氏 当事者  

３名 

  

49名 

 

                              合計 786名 

    ２回目と８回目に家族が受ける暴力の問題が提起された。切実で難しい問題であるが、

家族だけで抱え込まないで支援を上手く使うことだと感じた。訪問看護のジューンさん

には２４時間対応にも触れたが、看護師の確保など難しさもあると感じた。年金では今
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年から個別相談をはじめた。お薬相談もそうだが個々の問題でアドバイスを受けられる

のも有り難い。  

６回目の三家先生は家族の中でも助けて頂いている方が多いので、関心が高かったと

思う。入院中心の医療から診療所で地域生活をしながらの医療と、医師だけによらず、

多様な専門家による支援へと発展していく様子には、『精神科の治療』に誠実に･意欲的

に取り組んでこられた三家先生の人柄を感じ、私たちの心打たれるものがあった。ただ

多職種による組織は大きいので、どこでも出来るのかという心配も感じた。 

また、９回目のイタリア精神医療改革は三家先生の取り組みをもっと徹底的に実行し

たもののように思われた。『病院の外で生活するには何も完治する必要がないんだ。・・・

自由を奪うということがどのくらい罪作りなことかって、日本人は知るべきだと、僕は

思っています。』(冊子『イタリア精神医療改革と日本』P21,22)また、1960年から日本

の精神病院は急激に増えていった。これは行政指導があったからで、自然発生的になっ

たわけではない。(前述冊子 P10,11) 

こういった指摘に呼応しているのが８月の『優生思想』である。優生保護法による強

制的な不妊手術と精神科病院への隔離が日本の優生政策の両輪だったとの指摘があっ

た。精神病院を退院させられるとき、いわゆる断種手術をさせられてしまった岩手県の

男性が来て下さり、自分の体験を話して下さった。勇気のいることだと思っていたが、

彼は堂々と語ってくれた。普段は来られない他種の障害者やマスコミの方も参加してく

れた。その後もマスコミではこの問題が取り上げられていたが、仙台で優生手術の被害

者が裁判を起こすと,連日新聞がこの問題を報じるようになった。国会でも大きな問題と

なり,超党派による議員立法で救済をはかるかというところまで来ている。大家連有志に

よる要望書も出すことが出来た。大家連の講座で少しはこの動きに貢献できたかと自負

している。 

    ところが、家族会では世間の差別政策に寄せる関心の高まりといった動きとは違って、

医師を中心とした医療を取り上げて頂きたいという要望が強くなった。河原先生のグル

ープワークや過年度であるが『当事者研究』･『オープンダイアログ』といった狭義の医

療とは違う手法が成果を上げており、人気もあるのだが、家族はやはり『医療』に対す

る期待が大きいと感じる。 

講座後のアンケートでも近々の課題を取り上げて欲しいという感じがするのだが、そ

の内容は人ごとに違う。その多様性を少数の講座担当でまかなうより、講座ごとに造詣

の深い人が担当する方がいいのではないかと思う。また、そうすることで講座担当にか

かる負担も分散されるのではないかと思われる。もう一つ悩ましい問題がある。それは

人気講師になるとその“追っかけ？”が家族の中に沢山いる。その人達が早くから押し

かけ、前の席を占領し、資料を取ってしまう。通常通り来た人は立ち見で or 会場には入

れず、資料ももらえないことになってしまう。講師に精通した人がその講座を担当する

ことになればそういった問題も軽減されるのではと思う。 

 ２．精神福祉講座の冊子作成 

    日本の精神医療は世界的に見れば精神科病院の病床数や平均入院日数など異常であ
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るとされる。一方でイタリアはいわゆる精神科病院をなくしてしまったとされる。どの

様な違いがあるのか、どうして違いが出来たのか、長年に渡りイタリア精神医療を取材

している大熊氏が分かりやすく説明された。昨今『精神障害にも対応した地域包括ケア

システム』という言葉が一人歩きする傾向を感じる。これを実行しているイタリアの精

神保健センターの役割を家族だけでなく政治家や行政の人にも知って欲しいと思う。な

お最後に旧優生保護法下での被害者救済などに関しての大家連有志による要望書を付

けました。これは精神衛生課が優生保護法を推進すると同時に精神科病院への隔離収容

を進めたことによるものです。これらが次の運動を進める力になれたら良いと思う。 

 

Ⅴ．相談事業 

１．電話・来所・訪問相談 

電話・来所相談は、月曜日から金曜日の１０時から１５時まで実施している。 

１年間の相談件数は、３月末集計で９８５件あり、昨年度の３月末現在と比較して１４

件増加している。うち来所相談は１５件であった。また訪問相談は３月末現在で５件で

あった。 

相談内容は、家族対応（１５７件）、日常生活・介護（２７５件）、医療（１７６件）

が多かった。また、その他の相談は４２０件と多く、傾聴、DV、当事者会紹介、障害年

金、離婚問題等、多様な相談にのっていることが分かる。相談内容から多くの家族が困

難を抱えて悩んでいることがわかる。 

当事者からの電話相談は、４１７件あり、全相談件数の４２％を占める。当事者の相

談数は年々増加している。当事者に、各地域にある地域活動支援センターの相談電話(相

談支援事業)や当事者会などを紹介するが、当会に再度電話相談して来られる方も多い。

気軽に相談できる所や相談出来る人がいない当事者が気持ちを整理し気分を落ち着け

るのに、当会の電話相談を利用されている事がわかる。 

２．電話相談専門委員会 

  ９名の相談員と理事監事７名で、傾聴共感を旨として電話相談活動をしている。顧問 

の遠塚谷冨美子氏を交え、月一回(第三金曜日)ケース会議を開き、困難事例の対応につ

いての検討、情報の共有、社会資源、福祉サービス、障害年金、制度等について学習し

ている。電話相談を通じて孤立しがちな家族とつながり、社会資源・各地域の家族会・

賛助会員制度の紹介をし、家族会員の拡大にもつながっている。 

３．家族相談研修会 

  日本財団の助成を受け「精神障がい者家族間の支援者(ピアサポート)養成研修会」を 

開催した。 

「相談に応じるということ～傾聴・共感・理解・肯定～」と題して、大阪人間科学大学社

会福祉学科准教授吉池毅志氏による相談業務の基本的な姿勢、家族の立場から支えになる

ということを学んだ後、色々な事例について参加者が話し合い、実践の学びと練習をしま

した。（参加者３９名） 
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２０１7年度（平成29年度） 相談実績報告書         

(1)電話・来所相談数              

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計 前年度 

父 2 1 0 0 5 5 7 2 2 3 2 1 30 22 

母 37 36 35 36 23 25 34 33 23 34 30 42 388 282 

兄弟姉妹 6 3 9 3 2 1 9 5 4 6 5 6 59 57 

夫 1 0 1 3 1 0 2 2 1 0 0 1 12 16 

妻 5 4 2 2 6 5 1 2 3 2 5 4 41 23 

子 1 0 3 2 0 4 0 1 3 3 0 2 19 17 

当事者 男 8 4 8 3 4 6 8 22 14 15 16 12 120 179 

当事者 女 42 42 33 21 19 24 18 15 25 20 22 16 297 342 

知人・友人 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 5 

その他 0 1 0 2 3 3 2 2 0 0 1 1 15 28 

合計 102 93 91 72 64 73 82 84 75 83 81 85 985 971 

(2)訪問・来所相談数 ：来所相談数は(1)電話・来所相談数に含む        

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計 前年度 

訪問相談 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 10 

来所相談 1 0 0 0 2 1 2 3 1 3 0 2 15 16 

合計 3 1 1 0 2 1 2 3 1 3 1 2 20 26 

(3)電話・来所相談内容              

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計 前年度 

医療に関するもの 16 21 14 10 11 16 18 10 11 20 13 16 176 214 

病院紹介 0 1 0 1 0 2 0 1 2 0 1 1 9 16 

介護・日常生活 21 27 26 24 22 30 16 28 25 16 19 21 275 229 

福祉サービス 4 6 11 5 3 2 5 5 2 2 3 10 58 62 

家族対応 18 10 16 12 9 17 15 8 10 12 14 16 157 155 

就労 1 4 2 3 2 1 1 0 1 2 3 2 22 15 

家族会紹介 11 4 6 7 2 4 12 5 2 8 7 5 73 69 

差別 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 4 8 

虐待 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 4 

その他 60 36 30 27 23 22 37 34 31 43 40 37 420 527 

合計 132 109 106 89 72 95 104 91 84 106 101 108 1197 1299 
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Ⅵ．啓発事業 

１．だいかれん誌の発行 

平成 29 年度は編集委員と理事の 8 名で、年間 4 回発行しました。財政的には大家連の持

出しが増えたが、公益社団法人として、公益を重視し、多くの市民に読んで頂きたいと思っ

ています。記事は取材をしっかりして、できるだけ現場の声を伝えたいと努力しました。今

年度の「だいかれん誌」は平成 29 年度共同募金配分金 57 万円を受けて、実施することが

できました。共同募金にご協力くださいました皆様に感謝いたします。 

２．ホームページの活用 

 講座案内・お知らせ・電話相談など、ホームページを見て、講座やおしゃべりカフェ、配 

偶者・パートナーの集いへの参加もあり、大家連活動の広がりも期待できるので、パソコン 

を出来る当事者の協力を得て、ホームページの更新に努めてきました。 

 

 

Ⅶ、各種委員会への参画 

 大阪府、大阪市等の要請により、障害当事者の家族という立場で各種の委員会に参加した、

障害者と家族の実態についての理解の促進と要望等が施策に反映されるように努めた。 

【大阪府、大阪市等審議会への委員派遣】 

 大阪府障がい者施策推進協議会                （倉町） 

大阪府障がい者差別解消協議会                （倉町） 

大阪府障がい者差別解消協議会専門委員            （山本勝子） 

 大阪府精神保健福祉審議会精神科救急医療運営部会       （大野） 

大阪府障がい者介護給付費等不服審査会            （林） 

大阪府障がい者スポーツ振興評議委員会            （奥野） 

大阪府精神科医療機関療養環境検討協議会           （大野） 

大阪府健康おおさか２１                   （林） 

大阪府後見支援制度運営委員会                （山本勝子） 

大阪府後見支援センター運営委員会              （林） 

大阪府障がい児者虐待防止支援専門委員会           （山本勝子） 

大阪府障がい者自立支援協議会地域支援推進部会        （林） 

大阪府ふれあいキャンペーン実行委員会            （倉町・林） 

大阪市障がい者施策推進協議会計画策定部会          （木村） 

大阪市精神保健福祉審議会                  （倉町） 

大阪市地域リハビリテーション協議会運営委員会        （奥野） 

大阪市障害者・高齢者虐待防止連絡会議            （大野） 

大阪市あんしんサポート運営委員会              （木村） 
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【参考】関連団体活動への参加 

 国際障害者交流センター                   （倉町） 

 （社福）大阪府社会福祉協議会障害者福祉部会         （倉町） 

 （社福）大阪府社会福祉協議会運営適正化委員会        （山本勝子） 

 （社福）大阪障害者自立支援協会               （倉町） 

 大阪市地域福祉活動推進委員会                 (大野) 

 障害者憲法 9 条、25 条を守る会                （岸上） 

 大阪障害フォーラム（ＯＤＦ）                （倉町・岸上） 

 全国精神保健福祉会連合会（みんなねっと）、近畿ブロック    （倉町・林） 

 


